
天候不良を理由とする変更・還付について

◎ご利用の時間帯に雪や雨が降った場合

■お手続きには、許可書・領収書が必要です。

１２/２９（火）～１/３（日）は休館日となりますので、変更・還付に

つきましては、１/４（月）以降とさせて頂きます。

例） ９時～１３時のご予約
９時～１１時 → ８時～９時の間

１１時～１３時 → １０時～１１時の間 に施設で一度でも
雪や雨が降っていれば、コート未使用の場合に限り、変更・還付可能です。

コートに積雪がある場合、安全面や維持管理上、
雪・凍結が溶けるまで、 ご利用はご遠慮下さい。
なお、上記の場合、後日変更・還付のお手続きが
可能です。


